
福祉部 地域共生社会推進課

障がい福祉課

生活支援課

地域包括ケア推進課

介護保険課

1

互いに尊重し合い、誰ひ

とりとり残さず、誰もが

生きがいを感じ、安心し

て暮らせるまちをともに

創ります。

部のミッション



地域共生社会推進課の業務について

1. 国民年金に関すること。

2. 民生委員・児童委員に関すること。

3. 日本赤十字社、災害に関すること。

4. 社会福祉法人及び社会福祉連携推進法人

の設立認可、指導監督に関すること。

5. 施設管理（RAKU-RAKUはうす、デイサービ

スセンター幸楽、介護老人保健施設やす

らぎの杜優楽、歓喜乃湯 足湯）に関する

こと。

6. 戦傷病者、戦没者遺族等の援護関係事務

に関すること。 2

1. 交通費等助成制度（生きいきクーポン券）に

関すること。

2. 避難行動要支援者避難支援事業に関すること。

3. ひとり暮らし高齢者調査に関すること。

4. その他地域福祉に関すること。

◎庶務年金係 支援係

1. 重層的支援体制整備事業に関すること。

2. ひきこもり支援推進事業に関すること。

3. 孤独・孤立対策事業に関すること。

4. その他高齢者福祉に関すること。

事業推進係



地域共生社会推進課の主な仕事
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高齢者福祉の推進

 高齢者施設等の管理

 交通費等助成制度（生きいきクーポン券）の実施

重層的支援体制整備事業

 複雑化・複合化する世帯への支援

 制度の狭間になる方の支援

孤独・孤立対策

 連携プラットフォーム（ＰＦ）の構築

 訪問調査の実施



令和8年度に特に力を入れて取り組むこと

 義務教育終了後からすべての年代に対し、切れ目のない一体的な支援を実施します。

 ひきこもりの方の社会との接点を持つきっかけとなる場をつくり、社会参加や就労に繋げま

す。
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ひきこもり支援を推進します

 民生委員・児童委員の業務負担が大きく、なり手不足が問題となっている中、民生委員協力

員制度の運用やタブレット配布によるデジタル化を試行的に実施し、負担軽減を図ります。

民生・児童委員の負担軽減、なり手不足の解消に取り組みます。

 頼れる身寄りのない高齢者等の、日常の金銭管理や入院・入所の際の身元保証、葬儀や遺品

整理等死後の手続きなどを相談・支援する仕組みを検討し、終活に関する啓発事業と一体的

に実施します。

身寄りのない高齢者等に終活支援を推進します



障がい福祉課の業務について

1. 障がい者福祉計画に関すること。

2. 障がい者福祉に係る調査、研究、企画及び調整に関

すること。

3. 各種手帳、証明書等の交付に関すること。

4. 更生医療、育成医療及び精神通院医療に係る自立支

援医療費の支給認定、支給等に関すること。

5. 障害児福祉手当、特別障害者手当等の支給に関する

こと。

6. 精神障がい者に対する医療費の助成に関すること。

7. 精神障がい者の医療保護入院に係る市長同意に関す

ること。

8. 障がい者の社会参加の促進に関すること。

9. 福祉センターに関すること。

10. 障がい者福祉施設の整備に関すること。

11. 北和地区福祉有償運送共同運営協議会に関すること。 5

1. 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援する

ための法律による福祉サービスの支給に関すること。

2. 障がい者福祉に係る相談及び支援に関すること。

3. 障害支援区分の認定に関すること。

4. 障害支援区分認定審査会に関すること。

5. 障害児通所支援の支給に関すること。

6. 障害者就労施設等からの物品等の調達の推進等に関

すること。

7. 障がい者の権利擁護に関すること。

8. 障がい者地域自立支援協議会に関すること。

◎障がい福祉係 ◎支援係



障がい福祉課の主な仕事

 各種障害者手帳の交付業務

 医療費等の負担を軽減するための自立支援医療費の支給認定

 障がいの方やその家族等からの相談支援

 障がいの程度や置かれている状況を踏まえ、必要な支援を提供す

る障害福祉サービスの支給決定

 障がい者理解についての広報・啓発

などを行っています。
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障がいのある方々が地域で自立し、安心して暮らせるよう…



令和8年度に特に力を入れて取り組むこと
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 「いこふく出張所」などを通じて、市民との交流できる機会や場

の提供を行い、相互理解を促します。

 障がい者団体や関係機関と連携した啓発活動を実施し、市民の障

がいに対する理解を深めます。

障がい者理解の啓発を促進します

 障がいのある方々が地域社会において安心してその人らしい生活を送ることができるよう、

障がい者福祉に関する総合的な計画を策定します。

第8期障がい者福祉計画を策定します

 企業等への理解啓発やニーズ把握、職場体験マッチング

の機会を創出し、障がい者の就労支援を推進します。

 上記取組を通じ、障がい者がその適性と能力に応じて可

能な限り就労できる環境づくりに寄与します。

障がい者の就労支援を推進します

いこふく出張所

障がい者就労支援事業



生活支援課の業務について

1. 生活保護費等の予算経理に関する

こと。

2. 医療券及び介護券の発行に関する

こと。

3. 生活困窮者自立支援法による事業

に関すること。

4. 行旅病人及び行旅死亡人の取扱い

に関すること。
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1. 生活保護法に定める各種扶助に関

すること。

2. 生活保護法に定める調査、指導及

び措置に関すること。

3. 生活保護に係る統計及び報告に関

すること。

4. 生活困窮者の支援に関すること。

◎庶務係 ◎生活支援係



生活支援課の主な仕事

 「生活保護法」に基づく、憲法で保障された健康で文化的な最低限度の生活を保障

する第３（最後）のセーフティネット。
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生活保護

 「生活困窮者自立支援法」に基づく、第２のセーフティネット。

 生活困窮者自立相談支援事業

 住居確保給付金

 就労準備支援事業

 家計改善支援事業

 子どもの学習支援事業

生活困窮者支援



令和8年度に特に力を入れて取り組むこと
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生活保護者の最低限度の生活を保障し自立を支援します

 本市独自にエアコン購入費の助成

 最高裁判決に伴う追加給付を順次実施

生活困窮者の自立を支援します

 家計に優しく栄養価の高

い献立の調理講座の開催

 子どもの学習支援教室の

拡充

調理講座の様子 学習支援教室の様子



地域包括ケア推進課の業務について

1. 介護予防・生活支援サービス事業に関する

こと。

2. 一般介護予防事業に関すること。

3. 自立支援型地域ケア会議に関すること。

4. 事業対象者被保険者証の交付に関すること。

5. 介護予防・生活支援サービス事業の請求及

び審査に関すること。

6. 介護予防・生活支援サービス提供事業者の

指定に関すること。

7. 介護予防ケアマネジメントに関すること。
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1. 在宅医療と介護の連携に関すること。

2. 認知症施策に関すること。

3. 生活支援体制整備に関すること。

◎予防推進係 ◎包括ケア推進係

1. 基幹型地域包括支援センターの運営に関する

こと。

2. 地域包括支援センターの総括及び総合調整に

関すること。

3. 高齢者虐待及び支援困難ケースに関すること。

4. 地域ケア会議に関すること。

◎基幹型地域包括支援センター係



地域包括ケア推進課の主な仕事

 介護予防・自立支援・重度化防止

 地域包括支援センター

 地域づくり

 認知症施策
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高齢者が要介護状態にならないように…



令和8年度に特に力を入れて取り組むこと

 誰もが安心して暮らせる地域づくりを目指し、自分た

ちが住む地域のことを、地域の皆さんで話し合います。

 自分たちの手で、自分たちの地域を作ろうという思い

がある方ならどなたでも参加できます。

 皆さんが住んでいる地域のちょっとした困りごとや、

気になることなどを出し合い、自分たちになにができ

るか、解決策を話し合います。
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地域住民の支え合い活動を支援します（支え合い会議）

▲ちょっとした困りごとを支援します



介護保険課の業務について

1. 介護保険料の課税資料の調査及び賦課徴収

に関すること。

2. 介護保険被保険者の資格等の届出に関する

こと。

3. 介護保険被保険者証の交付に関すること。

4. 介護保険の運営に関すること。

5. 介護保険事業計画に関すること。

6. 介護保険運営協議会に関すること。

7. 介護保険のサービス提供事業者の指定及び

指導に関すること。

8. 介護保険施設の設置及び介護保険サービス

の開始に係る意見書に関すること。
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1. 保険給付金の支払その他保険給付に関する

こと。

2. 介護報酬の請求及び審査に関すること。

3. 介護保険給付の適正化に関すること。

◎事業推進係 ◎給付係

1. 要介護認定の申請及び認定に関すること。

2. 介護認定審査会に関すること。

◎認定係



介護保険課の主な仕事

 介護保険事業計画の策定

 要介護認定申請の受付

 要介護認定調査

 要介護認定審査会の運営

 介護保険料の賦課・徴収

 介護給付費の支出・適正管理

 介護保険事業者の指定・指導 など行っています。
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適正な介護保険制度の運営を目指して…



令和8年度に特に力を入れて取り組むこと

 介護保険事業計画は、介護保険法により市町村において3年ごとに策

定することが義務付けられており、現行の第9期介護保険事業計画は

令和6～8年度の期間となっています。

 現行の計画では、「住み慣れた地域で支え合いながら 自分らしく安

心して暮らせるまちいこま」をビジョンに、高齢者を支える地域の

体制づくり、健康づくり、介護予防の推進や介護サービスの基盤整

備などの施策・事業を計画しています。

 この計画で3年間の介護保険事業費の推計を行い、65歳以上の方の介

護保険料が決まります。健康づくりや介護予防の取組は保険料を抑

えることにも繋がっています。
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高齢者保健福祉計画・第10期介護保険事業計画を策定します


